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気象観測測器と精度の維持について（後編）

2．気象観測測器について（続き）
気象官署(特別地域気象観測所)の観測装置(10型地上気象観測装置)の構成

例です。積雪及び全天日射については、設置していない官署もあります。視程計
については特別地域気象観測所のみに設置しています。

地域気象観測所(04型地域気象観測装置)の構成例です。構成は観測所によっ
て、雨量のみ、雨量・積雪、雨量・風向風速・気温・日照、雨量・風向風速・気温・日
照・積雪というように観測する要素に違いがあります。
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3．気象観測の精度と維持について
観測データの品質を確保するには、気象測器の精度を維持することが必要

です。
精度が確保されていない気象観測の成果を公表したり、これに基づいた予報

を行ったりすると社会的混乱を生ずる恐れがあります。さらに、通常の気象条件は
もちろんですが重大な気象災害や記録的な気象現象を的確に捉えるためには、
観測データの信頼性を確保することが益々重要になります。このため、気象庁以
外で公共的な気象観測を行う場合には、気象庁へ気象観測施設の設置届出を
行い、検定に合格した気象測器を使用することが気象業務法により定められてい
ます。

気象測器の検定実務は、気象庁長官の登録を受けている者が「登録検定機関」
として実施しています。以下の法人が登録検定機関としての登録されており、検
定事務を実施しています。
財団法人気象業務支援センター http：//www.jmbsc.or.jp/

検定対象の測器は温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計及び雪量
計の7種類があり、
（構造検査）長期間安定して一定の精度で測定できる構造・材質であるか
（器差検査）観測に必要な精度があるか
を検査し合格したものに対して検定証書が発行されます。
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